
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被処理物である昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置であって、該被処理物を投入するた
めの、下方部分が該被処理物を誘導する第一ガイド手段として機能するホッパーと、該ホ
ッパーから被処理物を誘導するための第二ガイド手段と、該第二ガイド手段の下流側端部
に設けられた互いに噛み合った二つのブラシからなる第一ブラシ部材と、該第一ブラシ部
材の下流側に、その少なくとも一つのブラシに噛み合って設けられた第二ブラシ部材と、
該第二ブラシ部材の下流側に第二ブラシ部材に噛み合って設けられた第三ブラシ部材とを
備えたことを特徴とする昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置。
【請求項２】
請求項１記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置において、該分離・選別装置はさら
に、該第一ガイド手段を揺動するための揺動ドライバーを備えており、該第二ガイド手段
は、その少なくとも一部がメッシュ状に構成され、該第一ブラシ部材は、被処理物を二つ
のブラシの間に挟み込んで該被処理物の表皮を引き裂いて体内の内部器官を表皮と分離す
るように構成され、該第二ブラシ部材は、該第一ブラシ部材から送られた分離物を破砕す
るように構成され、該第三ブラシ部材は、該第二ブラシ部材から送られた破砕物を表皮、
内部器官、及び残渣粉体に比重差を利用して遠心分離するように構成されたことを特徴と
する分離・選別装置。
【請求項３】
請求項１又は２記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置において、該第三ブラシ部材
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の下流側に、間隔を置いて順番に第一分離板、第二分離板及び第三分離板を配置し、該第
一分離板と第二分離板とはその高さが調節できるように構成され、該第一分離板は、該第
三ブラシ部材の上流側から落下する残渣粉体及び該第三ブラシ部材で遠心分離された残渣
粉体を受け取って、該装置の下方に配設された粉体回収容器へと誘導するように構成され
、また、該第二分離板は、その上端部分が該第一分離板よりも高くなるように構成され、
該第三ブラシ部材で遠心分離され、該第一分離板の上端を飛び越えてくる表皮を受け取っ
て、該装置の下方に配設された表皮回収容器へと誘導するように構成され、また、該第三
分離板は、該第三ブラシ部材で遠心分離され、該第二分離板の上端を飛び越えてくる内部
器官を受け取って、該装置の下方に配設された内部器官回収容器へと誘導するように構成
されたことを特徴とする分離・選別装置。
【請求項４】
請求項３記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置において、該第二分離板は、第一篩
い手段を備え、該第三ブラシ部材で遠心分離され、該第二分離板上に落下する表皮と混在
する残渣粉体とが該第一篩い手段で分離されるように構成され、また、該第三分離板は、
第二篩い手段を備え、該第三ブラシ部材で遠心分離され、該第三分離板上に落下する内部
器官と混在する表皮とが分離されるように構成されたことを特徴とする分離・選別装置。
【請求項５】
請求項３又は４記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置において、該第三分離板の下
流側近傍に第一エアーノズル手段を設け、該第三分離板で分離された表皮が該第二分離板
へと誘導され、分離された内部器官は下流へと誘導されるように構成されたことを特徴と
する分離・選別装置。
【請求項６】
請求項５記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置において、該第一エアーノズル手段
の下方で該第二分離板の下流側近傍に第二エアーノズル手段を設け、また、該第二分離板
の下流側直下に、該第二分離板からの落下物の落下方向に対して所定の角度をもった第三
ガイド手段の傾斜板を設け、該第二分離板に設けた第一篩い手段で分離されずに第二分離
板から落下する表皮及び混在した内部器官が該第三ガイド手段に突き当たり、該第二エア
ーノズル手段からのエアーの噴射によって分離されるように構成されたことを特徴とする
分離・選別装置。
【請求項７】
請求項３～６のいずれかに記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置において、該第一
分離板の一部が誘導ガイド手段として機能するようにし、下方部分が被処理物を誘導する
第一ガイド手段として機能するホッパーと 該ホッパーから被処理物を誘導するための第
二ガイド手段の下流側端部に設けられた互いに噛み合った二つのブラシからなる第一ブラ
シ部材との間に設けられたメッシュ状部分及び該第一ブラシ部材乃至第三ブラシ部材から
該第一分離板へと落下す 較的
細かい表皮破片や内部器官破片を含んだ が、該誘導ガイド手段を経て該 の下方に
配設された粉体回収容器内へ誘導され、また、該誘導ガイド手段の下方に第四ガイド手段
を設け、

比較的大きい表皮破片や内部器官破片を含んだ が

該粉体回収容器に隣接する表
皮破片及び内部器官破片回収容器内へ誘導されるように構成されたことを特徴とする分離
・選別装置。
【請求項８】
被処理物である昆虫廃棄物又は死骸から表皮、内部器官、及び残渣粉体を分離・選別する
方法であって、該被処理物をホッパー内へ投入し、該被処理物を揺動して、互いに噛み合
った二つのブラシからなる第一ブラシ手段へ誘導し、該ブラシの間に挟み込んで

、分離された表皮と内部器官とをさ
らに第二ブラシ手段へ送って破砕し、次いで、第三ブラシ手段へ送ってさらに破砕し、該
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る細かい表皮破片や内部器官破片を含んだ残渣粉体のうち比
粉体 手段

この第四ガイド手段により、該細かい表皮破片や内部器官破片を含んだ残渣粉体
のうち 粉体 、さらに比較的細かい表皮破
片や内部器官を含んだ残渣粉体と、比較的大きい表皮破片や内部器官破片を含んだ残渣粉
体とに分離され、前者が粉体回収容器内へ誘導され、後者が

該被処理
物の表皮を引き裂いて体内の内部器官を表皮と分離し



第三ブラシ部材の回転により 皮、内部器官、及び残渣粉体を比重差を利用して遠心分
離し、分離された残渣粉体を第一分離板を経て粉体回収容器内へ 、また、分離され
た表皮を第二分離板を経て表皮回収容器内へ 、また、分離された内部器官を第三分
離板を経て内部器官回収容器内へ 、表皮、内部器官、残渣粉体を回収することを特
徴とする昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別方法。
【請求項９】
請求項８記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別方法において、該ホッパーと該第一ブラ
シ部材との間に設けられたメッシュ状部分及び該第一ブラシ部材乃至第三ブラシ部材から
該第一分離板へと落下する細かい表皮破片や内部器官破片を含んだ残渣粉体のうち比較的
細かい表皮破片や内部器官破片を含んだ粉体を、誘導ガイド手段を経て粉体回収容器内へ

て回収し、また、該メッシュ状部分及び第一ブラシ部材乃至第三ブラシ部材から該
第一分離板へと落下する細かい表皮破片や内部器官破片を含んだ残渣粉体のうち比較的大
きな表皮破片や内部器官破片を含んだ粉体を、該誘導ガイド手段を経て 、該誘導ガ
イド手段の下方に設けた第四ガイド手段に当てて弾かせ

該粉体回収容器に隣接する
内部器官破片回収容器内へ 回収することを特徴とする分離・選別方法。

【請求項１０】
請求項８記載の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別方法において、該第三分離板でこの分離
板上に落下した内部器官及び混在する表皮から表皮を分離し、分離した表皮を該第三分離
板の下流側近傍に設けた第一エアーノズル手段により該第二分離板へ誘導し、該第二分離
板を経て表皮回収容器内へ て回収すること、また、該第二分離板で分離されずにこ
の分離板から落下する表皮及び混在した内部器官を、該第二分離板の下流側直下に設けた
第三ガイド手段の傾斜板に突き当て、該第二分離板の下流側近傍に設けた第二エアーノズ
ル手段からのエアーの噴射により表皮と内部器官とに分離し、それぞれの回収容器へ

て回収することを特徴とする分離・選別方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置及び方法に関し、特に、昆虫廃棄物又は
死骸から表皮、内部器官、残渣粉体を分離・選別する装置及び方法に関する。ここで、昆
虫廃棄物又は死骸とは、昆虫自体又はその死骸を意味し、例えば、有用物質を採取した後
の昆虫又はその死骸を意味する。また、残渣粉体とは、表皮及び内部器官等の粉体を意味
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、昆虫の廃棄物又は死骸は、メッシュの異なる篩いを利用して、表皮及び内部器官の
２種類に分別し、回収していた。この場合、廃棄物又は死骸中の粉体の回収には、市販の
電磁式篩い振盪器を利用して回収していた。また、表皮と内部器官とを分別する際の篩い
作業は手作業で行われていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の手作業による昆虫廃棄物又は死骸からの表皮及び内部器官の選別には、以下述べる
ような問題点がある。
（１）選別作業には長い時間と多大な人的労力を必要とする。
（２）単純作業のため作業効率が低下する。
（３）手先の細かい作業のため、作業者に疲労を生じさせる。
（４）作業中に粉体が舞い上がるため、作業者が粉塵を吸い込む危険性がある。そのため
、粉塵を吸い込まないように、防塵服、防塵マスクを着用する必要があり、作業時季、と
りわけ夏季には作業者に不快感を与える。
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（５）昆虫廃棄物又は死骸の臭気が衣服や身体に付着する。
（６）篩いによる粉体の分離と、表皮及び内部器官との選別作業は、別々の作業であり、
この分業も時間のかかる一つの要因である。
【０００４】
本発明の課題は、上記従来の問題点を解決することにあり、選別作業を機械化することに
よって、簡単かつ効率的に昆虫廃棄物又は死骸から表皮、内部器官及び残渣粉体を分離・
選別できる分離・選別装置及び分離・選別方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の被処理物である昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置は、該被処理物の投入され
るホッパーであって、その下方部分が該被処理物を誘導する第一ガイド手段として機能す
るホッパーと、該ホッパーから被処理物を誘導するための第二ガイド手段と、該第二ガイ
ド手段の下流側端部に設けられた互いに噛み合った二つのブラシからなる第一ブラシ部材
と、該第一ブラシ部材の下流側に、その少なくとも一つのブラシに噛み合って設けられた
第二ブラシ部材と、該第二ブラシ部材の下流側に第二ブラシ部材に噛み合って設けられた
第三ブラシ部材とを備えたことを特徴とする
【０００６】
本発明の分離・選別装置はさらに、該第一ガイド手段を揺動するための揺動ドライバーを
備えており、該第二ガイド手段は、その少なくとも一部がメッシュ状に構成され、該第一
ブラシ部材は、被処理物を二つのブラシの間に挟み込んで

するように構成され、該第二ブラシ部材は、該第一ブラシ部
材から送られた分離物 砕するように構成され、該第三ブラシ部材は、該第二ブラシ部
材から送られた破砕物を表皮、内部器官、及び残渣粉体に比重差を利用して遠心分離する
ように構成されている。
【０００７】
本発明の分離・選別装置では、該第三ブラシ部材の下流側に、間隔を置いて順番に第一分
離板、第二分離板及び第三分離板を配置し、該第一分離板と第二分離板とはその高さが調
節できるように構成されており、該第一分離板は、該第三ブラシ部材の上流側から落下す
る残渣粉体及び該第三ブラシ部材で遠心分離された残渣粉体を受け取って、該装置の下方
に配設された粉体回収容器へと誘導するように構成されており、また、該第二分離板は、
その上端部分が該第一分離板よりも高くなるように構成され、該第三ブラシ部材で遠心分
離され、該第一分離板の上端を飛び越えてくる表皮を受け取って、該装置の下方に配設さ
れた表皮回収容器へと誘導するように構成されており、また、該第三分離板は、該第三ブ
ラシ部材で遠心分離され、該第二分離板の上端を飛び越えてくる内部器官を受け取って、
該装置の下方に配設された内部器官回収容器へと誘導するように構成されている。
【０００８】
本発明の分離・選別装置では、該第二分離板は、第一篩い手段を備え、該第三ブラシ部材
で遠心分離され、該第二分離板上に落下する表皮と混在する残渣粉体とが該第一篩い手段
で分離されるように構成され、また、該第三分離板は、第二篩い手段を備え、該第三ブラ
シ部材で遠心分離され、該第三分離板上に落下する内部器官と混在する表皮とが分離され
るように構成されている。
本発明の分離・選別装置では、該第三分離板の下流側近傍に第一エアーノズル手段を設け
、該第三分離板で分離された表皮が該第二分離板へと誘導され、分離された内部器官は下
流へと誘導されるように構成されている。
【０００９】
本発明の分離・選別装置では、該第一エアーノズル手段の下方で該第二分離板の下流側近
傍に第二エアーノズル手段を設け、また、該第二分離板の下流側直下に、該第二分離板か
らの落下物の落下方向に対して所定の角度をもった第三ガイド手段の傾斜板を設け、該第
二分離板に設けた第一篩い手段で分離されずに第二分離板から落下する表皮及び混在した
内部器官が該第三ガイド手段に突き当たり、該第二エアーノズル手段からのエアーの噴射
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該被処理物の表皮を引き裂いて
体内の内部器官を表皮と分離

を破



によって分離されるように構成されている。
【００１０】
本発明の分離・選別装置では、該第一分離板の一部が誘導ガイド手段として機能するよう
にし、下方部分が被処理物を誘導する第一ガイド手段として機能するホッパーと 該ホッ
パーから被処理物を誘導するための第二ガイド手段の下流側端部に設けられた互いに噛み
合った二つのブラシからなる第一ブラシ部材との間に設けられたメッシュ状部分及び該第
一ブラシ部材乃至第三ブラシ部材から該第一分離板へと落下す

較的細かい表皮破片や内部器官破片を含んだ が、該
誘導ガイド手段を経て該 の下方に配設された粉体回収容器内へ誘導され、また、該誘
導ガイド手段の下方に第四ガイド手段を設け、

比較的大きい表皮破片や内部器官破片を含ん
だ が

該粉体回収容器に隣接する表皮破片及び内部器官破片回収容器内へ誘導されるよ
うに構成されている。
【００１１】
本発明の分離・選別方法は、被処理物である昆虫廃棄物又は死骸から表皮、内部器官、及
び残渣粉体を分離・選別する方法であって、該被処理物をホッパー内へ投入し、該被処理
物を揺動して、互いに噛み合った二つのブラシからなる第一ブラシ手段へ誘導し、該ブラ
シの間に挟み込んで 、分離
された表皮と内部器官とをさらに第二ブラシ手段へ送って破砕し、次いで、第三ブラシ手
段へ送ってさらに破砕し、該第三ブラシ部材の回転により 皮、内部器官、及び残渣粉
体を比重差を利用して遠心分離し、分離された残渣粉体を第一分離板を経て粉体回収容器
内へ 、また、分離された表皮を第二分離板を経て表皮回収容器内へ 、また、
分離された内部器官を第三分離板を経て内部器官回収容器内へ 、表皮、内部器官、
残渣粉体を回収することを特徴とする。
【００１２】
本発明の分離・選別方法では、該ホッパーと該第一ブラシ部材との間に設けられたメッシ
ュ状部分及び該第一ブラシ部材乃至第三ブラシ部材から該第一分離板へと落下する細かい
表皮破片や内部器官破片を含んだ残渣粉体のうち比較的細かい表皮破片や内部器官破片を
含んだ粉体を、誘導ガイド手段を経て粉体回収容器内へ 回収し、また、該メッシ
ュ状部分及び第一ブラシ部材乃至第三ブラシ部材から該第一分離板へと落下する細かい表
皮破片や内部器官破片を含んだ残渣粉体のうち比較的大きな表皮破片や内部器官破片を含
んだ粉体を、該誘導ガイド手段を経て 、該誘導ガイド手段の下方に設けた第四ガイ
ド手段に当てて弾かせ

該粉体回収容器に隣接する 内部器官破片回収容器内へ
回収する。

【００１３】
本発明の分離・選別方法では、該第三分離板でこの分離板上に落下した内部器官及び混在
する表皮から表皮を分離し、分離した表皮を該第三分離板の下流側近傍に設けた第一エア
ーノズル手段により該第二分離板へ誘導し、該第二分離板を経て表皮回収容器内へ
て回収すること、また、該第二分離板で分離されずにこの分離板から落下する表皮及び混
在した内部器官を、該第二分離板の下流側直下に設けた第三ガイド手段の傾斜板に突き当
て、該第二分離板の下流側近傍に設けた第二エアーノズル手段からのエアーの噴射により
表皮と内部器官とに分離し、それぞれの回収容器 て回収する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明に係わる昆虫廃棄物又は死骸（以下、「昆虫廃棄物」又は
「被処理物」と称す。）の分離・選別装置の実施の形態と共に、分離・選別方法の実施の
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形態を説明する。
図１は、昆虫廃棄物の分離・選別装置の構成例を示す、一部断面図を含む正面図である。
図２及び図３は、それぞれ、図１に示す装置の側面図及び平面図である。
【００１５】
図１～３において、直方形の蓋付き分離・選別装置１内には、その上方に被処理物である
乾燥済昆虫廃棄物Ａを投入するためのホッパー２が配置され、このホッパーの下方部分は
、第一ガイド手段として機能する下流側に傾斜の付いたガイドプレート３で構成され、ガ
イドプレート３はモーターに接続された揺動（振動）ドライバー４により揺動され、被処
理物Ａが所定の速度で下流側に移動するように構成されている。ガイドプレート３の駆動
方法は、振動を与えるものであれば制限はないが、例えば、モータードライブ（揺動用シ
リンダー式ＤＣサーボモーター）等によるものが搬送効率の点から好ましい。また、装置
１は、アルミ型材で作製され、その前面部は、加工性に優れた透明樹脂（例えば、ＰＥＴ
樹脂等）で作製することが好ましい。分離・選別作業中に、装置内の状態が観察できるか
らである。揺動ドライバー４は、図２に示す揺動ドライバー用モーター２１で駆動される
。
【００１６】
ホッパー２の下流側には、揺動によりガイドプレート３から落下した被処理物Ａを受け取
る第二ガイド手段としてのガイドプレート５が配置される。このガイドプレート５の上流
側端部は分離・選別装置１の内壁に固定され、その下流側は上方に湾曲し、この湾曲した
端部部分に互いに噛み合った二つのブラシ６ａ及び６ｂで構成された第一ブラシ部材６が
設置されている。落下した被処理物Ａは、ガイドプレート５を経てブラシ６ａ及び６ｂの
間に挟み込まれ、各ブラシの回転によって引き裂かれながら、表皮及び内部器官に分離さ
れる。
【００１７】
ブラシ６ａ及び６ｂの噛み合わせ状態は、被処理物Ａの種類、形状により調節され、被処
理物が効率よく分離できるように適宜設定する。ブラシ６ａとブラシ６ｂとの回転が等倍
速の場合、被処理物の表皮は破砕されるだけであるが、ブラシ６ａとブラシ６ｂとを異な
る回転数で駆動させることにより、被処理物Ａの表皮を引き裂き、被処理物体内に残存す
る内部器官を表皮と分離させることができる。ブラシ６ａ及び６ｂの回転数は、被処理物
Ａの状態に応じて、表皮を引き裂き、表皮と内部器官とを分離させることができる範囲に
設定すればよい。標準設定回転数として、例えば、ブラシ６ａの場合３００ｒｐｍ前後、
ブラシ６ｂの場合１００ｒｐｍ前後に設定し、表皮の引き裂き状態や表皮と内部器官との
分離状態を観察しながら、この回転数を適宜変えて実施すればよい。また、ブラシ６ａ及
び６ｂの回転数の差による被処理物表皮の引き裂きの程度は、これらのブラシの硬さの違
いによってもある程度変化する。
【００１８】
かくして分離された表皮と内部器官とは、例えばブラシ６ａに噛み合って設けられた第二
ブラシ部材であるブラシ７へ送られ、破砕される。ブラシ６ａとブラシ７との噛み合わせ
状態は、第一ブラシ部材６から送られてきた分離物の形状等により調節して、効率よく分
離物を破砕することができるように適宜設定する。ブラシ６ａに絡んだ表皮及び内部器官
はブラシ７の回転によってすくい取られ、ブラシ７の下流側にブラシ７に噛み合って設け
られた第三ブラシ部材であるブラシ８に送り込まれ、さらに破砕される。ブラシ８は、そ
の回転により、ブラシ７から送られてきた破砕物を表皮、内部器官、及び残渣粉体に比重
差を利用して遠心分離するように構成されている。ブラシ８に送り込まれた表皮及び内部
器官は、ブラシ８の回転による遠心力で前方へ飛散する。このような遠心力による分離物
は、飛散距離が短いため、被処理物の表皮と内部器官との混在割合が比較的多い。そのた
め、その後の分離プロセスを振動だけで行うと、被処理物の表皮及び内部器官の搬送速度
が遅くなり、分離効率が低いので、ブラシ６ａ及びブラシ６ｂによる引き裂き後の分離は
、以下述べるように、篩いとエアーブローとの複合方式で行う。
【００１９】
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ブラシ７の回転数は、ブラシ６ａに絡んだ表皮及び内部器官をすくい取ることができ、ま
た、送られてきた分離物を効率よく破砕することができる範囲に設定すればよい。標準設
定回転数として、例えば、３００ｒｐｍ前後に設定し、破砕状態を観察しながら、この回
転数を適宜変えて実施すればよい。また、ブラシ８の回転数は、ブラシ７から送られてき
た破砕物を効率よく遠心分離することができる範囲に設定すればよい。標準設定回転数と
して、例えば、１４００ｒｐｍ前後に設定し、分離状態を観察しながら、この回転数を適
宜変えて実施すればよい。
なお、ブラシ６ａ、６ｂ、７及び８のそれぞれの回転は、図２及び３に示すようなブラシ
用モーター２２、２３、２４、及び２５で行われる。また、これらのブラシの材質は、特
に制限されるわけではなく、例えば、塩化ビニル等の硬質プラスチックであればよい。
【００２０】
上記したように遠心分離された表皮、内部器官及び残渣粉体を分別するため、ブラシ８の
下流側に、ブラシ８と間隔を置いて第一分離板９、第二分離板１０及び第三分離板１１が
配置される。
第一分離板９は、ブラシ８で遠心分離された残渣粉体及びブラシ８の上流側から落下する
残渣粉体を受け取り、この粉体を分離板９の下流側で装置１の下方に配設された粉体回収
容器１２へと誘導するように構成されている。第一分離板９は、その鉛直部の高さを適宜
調節できるようになっており、その高さを、ブラシ８で遠心分離された残渣粉体を受け取
ることができるような高さに設定する。鉛直部の先端は屈曲し、遠心分離された残渣粉体
を受け取りやすくなっている。なお、第一分離板９上には、第一ブラシ部材６で発生した
残渣粉体及び細かい表皮破片や内部器官破片も落下し、シリンダー式ＤＣサーボモーター
等の揺動動作によって、第一分離板９の傾斜部に沿って下流側へ搬送される。
【００２１】
第二分離板１０は、その鉛直部の高さが調節できるようになっており、その高さを第一分
離板９よりも高くなるように適宜設定して、ブラシ８で遠心分離された表皮を受け取り、
分離板１０の下流側で装置１の下方に配設された表皮回収容器１３へと誘導するように構
成されている。鉛直部の先端は屈曲し、遠心分離された表皮を主体とする分離物を受け取
りやすくなっている。第二分離板１０には、揺動手段により揺動しうる第一篩い手段１６
が傾斜部に設けられ、表皮と混在する内部器官とを分離する。第一篩い手段１６は、例え
ば、図２及び３に示す篩い振動用シリンダー式ＤＣサーボモーター２６により駆動される
。
【００２２】
第三分離板１１は、ブラシ８で遠心分離された内部器官を主体とする分離物を受け取り、
この内部器官を、分離板の傾斜部に沿って、その下流側で装置１の下方に配設された内部
器官回収容器１４ａへと誘導するように構成されている。第三分離板１１には、揺動手段
により揺動しうる第二篩い手段１７を備えており、内部器官と混在する表皮内部器官とを
分離する。第二篩い手段１７は、例えば、図２及び３に示す篩い振動用シリンダー式ＤＣ
サーボモーター２６により駆動される。
また、ガイドプレート５のメッシュ状部分及び第一分離板９から落下慣性作用により落下
する残渣粉体と表皮や内部器官の小片とは、ガイドプレート５の下方で装置１の内壁に固
定して設けられた第四ガイド手段であるガイドプレート１５の傾斜板に当たり、弾かれて
、残渣粉体と表皮や内部器官の小片とは分離され、それぞれ、粉体回収容器１２とこの粉
体回収容器に隣接して配設された表皮・内部器官回収容器１４ｂへと誘導され、回収され
る。
【００２３】
上記したように、ブラシ８で遠心分離された表皮と内部器官とは、第一篩い手段１６及び
第二篩い手段１７によって、残渣粉体、表皮、内部器官に分離される。第二篩い手段１７
において内部器官と混在する表皮とを分離する。その際、装置１の壁面にエアーノズルホ
ルダーを介して取り付けられ、第三分離板の下流側近傍まで延長して設けられている第一
エアーノズル手段１８から噴射されるエアーで、内部器官と混在する表皮との分離精度を
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高めるように構成されている。第一エアーノズル手段１８により、第三分離板１１で分離
された混在する表皮は第二分離板１０へと誘導される。篩い手段１６で分離されなかった
表皮及び混在する内部器官は、第二分離板９の最後部直下に取り付けた第三ガイド手段で
あるガイドプレート１９の傾斜板に落下して突き当たり、ガイドプレート１９の近傍にノ
ズル先端が配置されるように設けた第二エアーノズル手段２０から噴射されるエアーによ
って、表皮と内部器官とに分離され、それぞれ、表皮回収容器１３及び内部器官回収容器
１４ａへと回収される。
【００２４】
上記した昆虫廃棄物の分離・選別装置は、例えば、図１に示すように、その前面下方の所
定の位置に制御盤Ｂを配設して、装置の操作・制御を行うことができるようにすることが
好ましい。
本発明の装置で処理する昆虫廃棄物としては、特に制限されないが、例えば、有用物質を
含む体液を採取した後のカイコ幼虫死骸や、カブト虫や、エビガラスズメ等を用いること
が可能である。例えば、カイコ幼虫には、クチクラの主成分であるキチンや絹糸腺内の絹
タンパク質等のバイオマテリアルの原材料が大量に含まれており、本発明の装置を用いて
、表皮（クチクラ）と絹糸腺（絹タンパク質の貯蔵器官）を分離・回収することができる
ので、キチン、絹タンパク質資源としてカイコ幼虫死骸の再利用が可能となる。
【００２５】
【実施例】
以下、図面を参照し、本発明の実施例をカイコ幼虫死骸を用いて説明する。
有用物質を含む体液を採取した後のカイコ幼虫死骸をオートクレーブ内で１２１℃、６０
分間滅菌した後、熱風乾燥した。乾燥済みのカイコ幼虫死骸Ａをホッパー１に投入した。
カイコ幼虫死骸は、振動ユニットである揺動ドライバー４を取り付けたガイドプレート３
上に落ち、モータードライブ（揺動用シリンダー式ＤＣサーボモーター）により傾斜の付
いたガイドプレート３上を移動した。移動したカイコ幼虫死骸Ａを、第一段目破砕ユニッ
ト（硬いブラシ６ａとブラシ６ｂとから構成）に誘導した。ブラシ６ａとブラシ６ｂとで
挟まれたカイコ幼虫死骸Ａの表皮を、これらのブラシの回転によって引き裂きながら、カ
イコ幼虫体内に残存する内部器官である絹糸腺を分離した。この場合、ブラシ用モーター
２２、２３によりブラシ６ａとブラシ６ｂとを異なる所定の回転数で作動させて、カイコ
幼虫死骸の表皮を引き裂き、カイコ体内に残存している乾燥処理で固形化した絹糸腺を表
皮と分離させた。この際、ブラシ６ａの標準回転数を３００ｒｐｍ、ブラシ６ｂの標準回
転数を１００ｒｐｍに設定し、カイコ幼虫死骸の表皮の引き裂き状態や、絹糸腺の分離状
態を観察しながら、回転数を適宜変えて実施した。
【００２６】
分離された表皮及び絹糸腺をブラシ用モーター２４により駆動されるブラシ７へ送り込ん
だ。ブラシ６ａに絡んだ表皮及び絹糸腺はブラシ７の回転によってすくい取られ、ブラシ
用モーター２５により駆動されるブラシ８に送り込まれた。ブラシ８に送り込まれた表皮
及び絹糸腺はさらに破砕されると共に、ブラシ８の回転による遠心力で前方へ飛散された
。この際、ブラシ７の標準回転数を３００ｒｐｍ、ブラシ８の標準回転数を１４００ｒｐ
ｍに設定し、分離状態を観察しながら、回転数を適宜変えて実施した。
【００２７】
この際、ブラシ６ａ及び６ｂの回転数の比を１対３から１対１まで変えて分離の状態を観
察した。ブラシ６ａ及び６ｂの回転数の比を１対１．５とした場合、引き裂きによるカイ
コ表皮の損傷が最も少なく、絹糸腺との分離は極めて良好であった。他の回転比の場合に
は、カイコ表皮の破砕される割合がやや多くなり、絹糸腺との分離はやや悪かった。カイ
コ体内に残存する絹糸腺の張り付き程度は、引き裂き効果によって緩和されることがわか
った。
ブラシ８からの遠心力による分離物は、飛散距離が短いため、カイコ表皮と絹糸腺の混在
割合が比較的多かった。そのため、その後の分離プロセスにおいては、分離の効率を良く
し、表皮及び絹糸腺の搬送速度を速くするため、以下述べるように、篩い手段とエアーブ
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ローとの複合方式での分離を行った。
【００２８】
第一段目破砕ユニットから送り出された粉体や、細かい表皮破片や、絹糸腺小片を、第一
分離板９上に落下させ、シリンダー式ＤＣサーボモーターの揺動動作によって下流側へ搬
送せしめた。粉体と絹糸腺との小片を、落下慣性作用によりガイドプレート１５の傾斜板
に当て、粉体と絹糸腺小片とに分離せしめた。
ブラシ８で遠心分離された表皮と絹糸腺とを、篩い手段１６及び篩い手段１７によって、
表皮、絹糸腺、混在する粉体に分離せしめた。篩い手段１６及び篩い手段１７は振動用シ
リンダー式ＤＣサーボモーター２６により揺動せしめた。篩い手段１７において、エアー
ノズル１８から噴射するエアーを使用して、表皮と絹糸腺とを分離せしめた。篩い手段１
６で分離されなかった表皮と絹糸腺とは、第二分離板の最後部直下に取り付けたガイドプ
レート１９の傾斜板に落下して突き当てさせ、エアーノズル２０からのエアーの噴射によ
って、表皮と絹糸腺とに分離せしめた。
【００２９】
上記のようにして分離された残渣粉体、表皮及び絹糸腺を、それぞれ、装置１の下方に設
けた粉体回収容器、表皮回収容器及び絹糸腺回収容器へ導き、回収した。
以上の操作・制御は、装置１の前面下方に配設した制御盤Ｂを介して行った。
【００３０】
【発明の効果】
本発明の昆虫廃棄物又は死骸の分離・選別装置によれば、第一ブラシ部材乃至第三ブラシ
部材を設け、これらブラシ手段の回転数を適宜選択することにより、さらには第一分離板
乃至第三分離板やエアーノズル手段を適宜配置することにより、昆虫の表皮及び内部器官
を分離・選別する際の作業を効率よく機械化することができる。
本発明の分離・選別方法によれば、上記装置を用いるので、昆虫の表皮及び内部器官を効
率よく分離・選別することができる。例えば、カイコ幼虫死骸から、表皮（クチクラ）と
絹糸腺（絹タンパク質の貯蔵器官）を効率よく分離・回収することができるので、キチン
、絹タンパク質資源としてカイコ幼虫死骸の再利用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態である分離・分別装置の構成例を示す、一部断面図を含む
正面図。
【図２】図１に示す装置の側面図。
【図３】図１に示す装置の平面図。
【符号の説明】
１　分離・選別装置　　　　　　　　　２　ホッパー
３　第一ガイド手段（ガイドプレート）　４　揺動ドライバー
５　第二ガイド手段（ガイドプレート）　６　第一ブラシ手段
６ａ、６ｂ　ブラシ　　　　　　　　　７　第二ブラシ手段（ブラシ）
８　第三ブラシ手段（ブラシ）　　　　　９　第一分離板
１０　第二分離板　　　　　　　　　　１１　第三分離板
１２　粉体回収容器　　　　　　　　　１３　表皮回収容器
１４ａ　内部器官回収容器　　　　　　１４ｂ　表皮・内部器官破片回収容器
１５　第四ガイド手段（ガイドプレート）１６　第一篩い手段
１７　第二篩い手段　　　　　　　　　１８　第一エアーノズル手段
１９　第三ガイド手段（ガイドプレート）２０　第二エアーノズル手段
Ａ　被処理物　　　　　　　　　　　２１　揺動ドライバー用モーター
２２　ブラシ６ａ用モーター　　　　　２３　ブラシ６ｂ用モーター
２４　ブラシ７用モーター　　　　　　２５　ブラシ８用モーター
２６　振動用シリンダー式ＤＣサーボモーター
Ｂ　制御盤
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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